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１【提出理由】

　平成30年６月14日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成30年６月14日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金62円00銭

 

その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　　5,600,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　　5,600,000,000円

 

第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に金融商品仲介業を追加するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款 変　更　案

  
第1条　　　　　 （記載省略）

 

 第2条（目的）

　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1)～ (8)　　　 （記載省略）

 

（新　　設）

 

(9)～(19)　　　（記載省略）

 

 

第3条～第40条　 （記載省略）

 第1条　　　　 （現行どおり）

 

 第2条（目的）

　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1)～ (8)　　 （現行どおり）

 

(9) 金融商品仲介業

 

(10)～(20) 　（現行どおり）

 

 

第3条～第40条 （現行どおり）
   

 

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、湯淺英雄、仲地正和、山森誠司、友利克輝、小禄邦男、石嶺伝一郎、石川雄三及び

田中孝司を選任する。

 

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として嘉手苅義男を選任する。

 

第５号議案　役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（社外取締役を除く）３名に対し、役員賞与を総額19百万円支給す

る。 なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。
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第６号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役の報酬と業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値

増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入いたしたいと存じま

す。詳細については以下のとおりであります。

 

１．提案の理由及び当該報酬を相当とする理由

　当社の取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下本議案において同じ。）の報酬は、「基

本報酬」及び「賞与」で構成されていますが、新たに、当社の取締役を対象とする業績連動型株式報

酬制度（以下「本制度」という。）の導入をお願いするものであります。

　本制度の導入は、取締役の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確化し、中長期的

な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的としており、導入は相当であると考

えております。

　本議案は、平成17年６月22日開催の第14期定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報

酬限度額（月額12百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とは別枠

で、取締役に対して株式報酬を支給する旨のご承認をお願いするものであります。

　なお、第３号議案「取締役８名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる

取締役の員数は３名となります。

 

２．本制度における報酬等の額及び内容等

⑴　本制度の概要

　本制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締

役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付及び

給付（以下「交付等」という。）が行われる株式報酬制度です（詳細は下記⑵以降のとおり。）。
 

①本議案の対象となる当社株式等の

交付等の対象者

・当社の取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）

 

②本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限（下記⑵

のとおり。）

・３事業年度からなる対象期間に当社が拠出する金員の上限は80百万円

当社株式の取得方法（下記⑵のとお

り。）及び取締役に交付等が行われ

る当社株式等の数の上限（下記⑶の

とおり。）

・１事業年度あたりに取締役に対して付与されるポイントの総数の上限数は

7,500ポイント

・１事業年度あたりに取締役に対して付与されるポイントの総数の上限数に相

当する当社株式数の当社発行済株式総数（平成30年3月31日時点。自己株式控

除後。）に対する割合は約0.03％

・当社株式は、株式市場から取得予定であり、希薄化は生じない

 

③業績達成条件の内容（下記⑶のと

おり。）

・毎事業年度の営業収益、営業利益、当期純利益等に応じて変動

 

④取締役に対する当社株式等の交付

等の時期（下記⑷のとおり。）

・取締役の退任時
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⑵　当社が拠出する金員の上限

　本制度は連続する３事業年度（当初は、2019年３月末日で終了する事業年度から2021年３月末日

で終了する事業年度までの３事業年度とし、信託期間の延長が行われた場合には、以降の３事業年

度とする。以下「対象期間」という。）を対象とします。

　当社は、対象期間ごとに、80百万円を上限とする金員を取締役への報酬として拠出し、受益者要

件を充足する取締役を受益者とする信託期間３年間の信託（以下「本信託」という。）を設定しま

す。

　本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式市場から取得

します。

　当社は、信託期間中、取締役に対するポイント（下記⑶に定める。）の付与を行い、取締役の退

任時（取締役が死亡した場合は死亡時）に付与されたポイントの累積値に相当する当社株式等の交

付等を本信託から行います。

　なお、本信託の信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本

信託を継続することがあります。その場合、本信託の信託期間を３年間延長し、信託期間の延長以

降の３事業年度を新たな対象期間とします。当社は延長された信託期間ごとに80百万円の範囲内で

追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、当社は取締役に対するポイントの付与を継続

し、本信託は当社株式等の交付等を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長

時に信託財産内に残存する当社株式（取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が

未了であるものを除く。）及び金銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の

金額と追加拠出される信託金の合計額は80百万円の範囲内とします。この信託期間の延長は、一度

だけに限らず、その後も同様に本信託を再継続することがあります。

　信託期間の満了時に信託契約の変更及び追加信託を行わない場合には、それ以降、取締役に付与

されるポイントの決定は行われません。ただし、当該時点で受益者要件を満たす可能性のある取締

役が在任している場合には、当該取締役が退任し、当社株式等の交付等が完了するまで、最長で10

年間、本信託の信託期間を延長させることがあります。

 

⑶　取締役に対して交付等が行われる当社株式数の算定方法と上限

　信託期間中、役位及び毎事業年度（初回は2019年３月末日で終了する事業年度）における業績目

標の達成度等に応じて、当該事業年度終了後の所定の時期に、下記の算定式により算出されるポイ

ントが付与されます。取締役の退任時に、付与されたポイントの累積値（以下「累積ポイント」と

いう。）に応じて当社株式等の交付等が行われます。

　１ポイントは当社株式１株とします。ただし、信託期間中に当社株式の株式分割・株式併合等の

ポイントの調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に

応じて、１ポイントあたりの当社株式数の調整がなされます。

 

（ポイント算定式）

ポイント＝（役位別に定める株式報酬額

÷本信託による当社株式の平均取得単価）×業績連動係数（※）

 

（※）業績連動係数は、毎事業年度の営業収益、営業利益、当期純利益等に応じて変動します。

 

　本信託の信託期間中に取締役に対して付与するポイントの総数は、１事業年度あたり7,500ポイン

トを上限とし、信託期間中に本信託が取得する当社株式の株式数はかかる１事業年度あたりに取締

役に対して付与されるポイントの総数の上限数に相当する株式数に信託期間の年数である３を乗じ

た数に相当する22,500株を上限とします。本信託が取得する当社株式の総数の上限は、上記⑵の信

託金の上限額を踏まえて、過去の株価等を参考に設定しています。
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⑷　取締役に対する当社株式等の交付等の時期及び方法

　受益者要件を充足した取締役は、当該取締役の退任時に、上記⑶に基づき算出される累積ポイン

トに相当する数の当社株式等の交付等を受けるものとします。このとき、当該取締役は、累積ポイ

ントの60％の当社株式（単元未満株式は切捨。）について交付を受け、残りについては本信託内で

換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。

　なお、受益者要件を充足した取締役が在任中に死亡した場合、上記⑶に基づき算出される累積ポ

イントに応じた当社株式について、その全てを本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の

金銭の給付を当該取締役の相続人が受けるものとします。

 

⑸　本信託内の当社株式の議決権行使

　本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使し

ないものとします。

 

⑹　本信託の終了時の取扱い

　業績目標の未達成等により、本信託の終了時（上記⑵による信託期間の延長を行った場合は延長

された信託期間の終了時）に残余株式が生じる場合は、本信託内で換価し、換価処分金相当額の金

銭については、当社及び取締役と利害関係のない団体への寄付を予定しています。また、信託期間

満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当の残余は、本信託を継続利用する場合には株式取得

資金として活用されますが、信託期間満了により本信託を終了する場合には、信託費用準備金を超

過する部分については、当社及び取締役と利害関係のない団体への寄付を行う予定です。

 

⑺　その他の本制度の内容

　本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加拠

出の都度、取締役会において定めます。

 

　なお、本制度の詳細については、平成30年４月25日付プレスリリース「取締役及び従業員に対する業

績連動型株式付与制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 245,508 12,478 － （注）１ 可決　(94.82%)

第２号議案 257,911 75 － （注）２ 可決　(99.61%)

第３号議案    （注）３  

湯淺　英雄 201,841 56,144 －  可決　(77.96%)

仲地　正和 238,942 19,043 －  可決　(92.29%)

山森　誠司 242,430 15,555 －  可決　(93.63%)

友利　克輝 242,443 15,542 －  可決　(93.64%)

小禄　邦男 231,030 26,955 －  可決　(89.23%)

石嶺　伝一郎 186,374 71,611 －  可決　(71.98%)

石川　雄三 242,451 15,534 －  可決　(93.64%)

田中　孝司 242,308 15,677 －  可決　(93.59%)

第４号議案      

嘉手苅　義男 204,048 53,938 － （注）３ 可決　(78.81%)

第５号議案 257,795 188 － （注）１ 可決　(99.57%)

第６号議案 257,689 297 － （注）１ 可決　(99.53%)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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